
○廿日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成６年４月１日

告示第１９号

（趣旨）

第１条 市は、生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁を防止し市

民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽を設置

する者が行う補助金の交付の対象となる事業に要する経費に対し、予算

の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては廿日市市補

助金等交付規則（平成５年規則第１０号。以下「規則」という。）に規定

するもののほか、この要綱の定めるところによる。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）

第２条第１号に規定する浄化槽で、法第４条第１項に規定する構造基

準に適合するものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であ

って、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）の除去率が９

０パーセント以上、放流水のＢＯＤが２０mg／l（日間平均値）以下の

機能を有し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指

針（平成４年１０月３０日付け衛浄第３４号厚生省浄化槽対策室長通

知）に適合するものをいう。

(4) 専用住宅 主に居住の用に供する建物（店舗等を併設する場合は、

建物から店舗等面積を差し引いた居住面積部分を対象とする。）をい

う。

(5) 公共下水道計画区域 廿日市市汚水処理施設整備構想（平成３０年

３月策定）で示された下水道整備区域をいう。



(6) 公共下水道事業計画区域 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

４条第１項の事業計画に定められた予定処理区域をいう。

(7) 浄化槽整備区域 公共下水道計画区域及び農業集落排水処理施設

の処理区域（廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例（平成

１７年条例第１号）第２条第３号に規定する処理区域）に含まれない

区域をいう。

(8) 補助対象区域 次に掲げる区域とする。

ア 浄化槽整備区域

イ 公共下水道計画区域であって公共下水道事業計画区域に含まれな

い区域

（交付の対象）

第３条 補助金の交付対象は、補助対象区域において、専用住宅に１０人

槽以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。ただし、次の各号のいず

れかに該当する者は、この補助金の交付対象者とならない。

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項に基づく確

認の申請又は法第５条第１項に基づく届出を行わずに合併処理浄化槽

を設置する者

(2) 販売又は賃貸等の目的で専用住宅に合併処理浄化槽を設置する者

(3) 既存の合併処理浄化槽を廃止して、新たに合併処理浄化槽を設置す

る者

(4) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(5) 自らが生活の本拠とすることを目的としない専用住宅に合併処理

浄化槽を設置する者

(6) 法人

(7) 補助金の交付決定をした日の属する市の会計年度の２月末日まで

に合併処理浄化槽を設置することができない者

(8) 既に集合処理（複数の建築物を１つの合併処理浄化槽で処理）して

いる区域において、合併処理浄化槽を設置する者



(9) 前条第８号イの補助対象区域において、専用住宅の新築（建て替え

を含む）に伴い、合併処理浄化槽を設置する者

(10) 交付決定前に浄化槽の工事に着手した者

(11) 市税及び市の各種徴収金等を滞納している者

（補助金額）

第４条 補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる補助対象区域及び人槽区

分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。

２ 前項の規定にかかわらず、単独処理浄化槽を撤去し、新たに合併処理

浄化槽を設置する者に対する補助金の交付額は、別表に掲げる人槽区分

に応じ、同表補助限度額に９万円を加算した額を限度とする。

（交付申請）

第５条 規則第３条第１項の規定により提出する補助金交付申請書の様式

は、別記様式第１号とする。

２ 規則第３条第１項第４号の規定により補助金交付申請書に添付しなけ

ればならない書類は、次のとおりとする。

(1) 建築確認通知書の写し又は審査機関で受理された浄化槽設置届出

書の写し

(2) 設置場所を示す図面及び付近の見取図（既存の単独処理浄化槽を撤

去する加算補助がある場合は、単独処理浄化槽の設置場所を記載する

こと。）

(3) 建物等の配置図、配管図及び勾配図

(4) 合併処理浄化槽の構造図（型式適合認定書等）

(5) 合併処理浄化槽を設置しようとする専用住宅が借家である場合は

その所有者の承諾書（別記様式第２号）

(6) 合併処理浄化槽維持管理誓約書（別記様式第３号）

(7) 合併処理浄化槽の設置工事を請け負う業者との工事請負契約書の

写し（別記様式第４号）

(8) 浄化槽登録証の写し

(9) 登録浄化槽管理票（Ｃ票）



(10) 工事に係る見積書の写し（既存の単独処理浄化槽を撤去する加算

補助がある場合は、単独処理浄化槽の撤去費と合併処理浄化槽の設置

費等を区分したもの）

(11) 委任状（施工業者が設置者に代わって提出する場合に限り添付す

るものとする。）（別記様式第５号）

(12) 道路占用許可書等の写し

(13) 浄化槽設備士免状の写し（施工業者が昭和６２年以前に免状を受

けた場合は、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書の写

しを添付するものとする。）

(14) 納入状況等照会承諾書（別記様式第６号）

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付の決定及び通知）

第６条 規則第４条の規定により補助金の交付決定をしたときは、補助金

交付決定通知書（別記様式第７号）により申請者に通知するものとする。

２ 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、申請者に対し補助金

不交付決定通知書（別記様式第８号）により通知するものとする。

（変更承認申請書等）

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補

助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補

助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書（別

記様式第９号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

（指示）

第８条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事

業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由その他必要な事項を

市長に報告し、その指示を受けなければならない。

（実績報告）

第９条 規則第１２条の規定により提出する補助事業実績報告書の様式は、

別記様式第１０号のとおりとし、その提出期日は当該補助事業の完了し

た日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して３０日



を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する市の会計年度

の２月末日のいずれか早い日とする。

２ 規則第１２条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければなら

ない書類は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写

し（補助事業者自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっ

ては、自ら行うことができることを証明する書類）

(2) 法第７条の規定による指定検査機関への法定検査依頼書の写し

(3) 法第１１条の規定による指定検査機関との契約書の写し

(4) 浄化槽の設置工事が適正に行われたことが明らかとなる着工前、工

事中の各工程及び完成後の写真

(5) チェックリスト（別記様式第１１号）

(6) くみ取り便槽又は単独処理浄化槽に係る処分状況の写真及び産業

廃棄物処理管理票の写し（くみ取り便槽又は単独処理浄化槽を撤去し

た場合に限る。）

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金交付額の確定）

第１０条 規則第１３条の規定による補助金の額の確定通知は、別記様式

第１２号による通知書によって行うものとする。

（工事状況の確認）

第１１条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設

置工事の状況を施工の現場において確認する。

２ 市長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、補助事業

者に対して補助事業を適正に執行するよう指導を行うことができる。

（決定の取消し等）

第１２条 市長は、補助事業者が交付の決定通知後、次の各号の一に該当

した場合には、書面により補助金交付の決定または交付額の確定を取り

消し、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金を交付されたとき。



(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の対象に違反して設置されたことが判明したとき。

(4) その他市長の指示に従わないとき。

２ 前項の規定は、補助金交付額の確定があった後においても適用がある

ものとする。

３ 市長は、前２項の規定による取消しの決定をしたときは、速やかにそ

の旨を補助事業者に通知するものとする。

４ 市長は、第１項又は第２項の規定により補助金の交付の決定を取り消

した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（設置後の検査、保守点検、清掃）

第１３条 この補助金を受けて設置した合併処理浄化槽について、補助事

業者は、法第７条及び法第１１条に規定する水質検査を受けなければな

らない。

２ 補助事業者は、合併処理浄化槽の機能を常に良好な状態で保持するた

め保守点検、清掃を定期的に行う等、適切な維持管理を行わなければな

らない。

（帳簿等の保存期間）

第１４条 規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければなら

ない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して５年を経過した日

の属する市の会計年度の末日までとする。

（財産処分の制限）

第１５条 規則第２２条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間

は、当該補助事業の完了後７年とする。

附 則

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。

附 則（平成６年１２月１日告示第６８号）

この告示は、平成６年１２月１日から施行する。

附 則（平成９年４月１日告示第４１号）



この告示は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成１０年４月１日告示第４１号）

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１３年３月１５日告示第２５号）

この告示は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年１月３１日告示第１６号）

（施行期日）

１ この告示は、平成１５年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日の前日に旧佐伯町小型合併処理浄化槽設置整備事

業補助金交付要綱（平成１０年佐伯町告示第１８号）及び旧吉和村小型

合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成９年吉和村告示第２

６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則（平成１７年３月１日告示第２０号）

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年１０月２７日告示第１４７号）

（施行期日）

１ この告示は、平成１７年１１月３日から施行する。

（経過措置）

２ 大野町の編入の日（以下「編入日」という。）前に、旧大野町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成１７年大野町告示第１８号）

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為とみなす。

３ 松が原地区（別図に示す区域に限る。）に合併処理浄化槽を設置する

者に係る補助金の交付額の算出方法については、平成２０年３月３１日

までの間、別表第１中「

５人槽 ３４２，０００円

６～７人槽 ４１４，０００円



」とあるのは、「

」とする。

附 則（平成１９年２月７日告示第１２号）

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年２月２９日告示第３０号）

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年３月２８日告示第４５号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則（平成３１年３月２５日告示第７０号）

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和元年６月２５日告示第２６号）

この告示は、令和元年７月１日から施行する。

附 則（令和元年１２月２７日告示第８４号）

この告示は、公布の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。

附 則（令和６年３月１１日告示第３８号）

この告示は、令和６年４月１日から施行する。

別表（第４条関係）

　

８～１０人槽 ５３７，０００円

５人槽 ６７５，０００円

６～７人槽 ８４４，０００円

８～１０人槽 １，２１９，０００円

補助対象区域 人槽区分 補助限度額

合併処理浄化槽を

設置するもの

第２条第８号ア 吉和を除く地域 ５人槽 ４７４，０００円

６～７人槽 ５８０，０００円

８～１０人槽 ８１８，０００円



（別記）略

吉和地域 ５人槽 ５１９，０００円

６～７人槽 ６４１，０００円

８～１０人槽 ９３８，０００円

第２条第８号イ ５人槽 ３３２，０００円

６～７人槽 ４１４，０００円

８～１０人槽 ５４８，０００円

備考 １ 人槽区分は、居住部分に対する処理対象人員をいう。

２ 算出された額に、千円未満の端数が生じた場合はこ

れを切り捨てる。


